
令和4年4月1日

厚生労働大臣殿

国立感染症研究所

所長

機関名

所属研究機関長職名

氏名 脇田

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1．研究事業名医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業

2．研究課題名ワクチン等の品 を目的とした 定の適上や 、整今上を目 た

3．研究者名 （ 品 ＝ ・ 理ロ ロ ー

めの研究

ｰ

孝司（イシイコウジ(氏名フリガナ） 石ヂ

4．倫理審査の状況

尊守すべき倫理指針に関する倫理委国会の審査が稲

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載する･こと。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針j， 「臨床研究に関する倫理指針｣、 『ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、 「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当咳項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

f7"

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査(※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

托強＋(※3） ●

□ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況． 受講■ 未受講□ ．

●

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 毎
J，、、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCCI委員会設置の有無 有■無□(無の場合は委妊先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無
'3

有■ 僻
J，、、 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

I

有口無■（有の場合はその内容： ）



令和4年4月1日

厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

国立感染症研究所
b

所長

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1．研究事業名退茎湿_二医蝿器釜と主呈三一玉…窒 一一

2.研究課題名

3．研究者名

品質碓保を目的とした国勇ワクチン等の 指すた

(所属部署・職名 血液・安全性研究部部彊

、

』(氏名フ’ （ハマ

4．倫理審査の状況

クし一部若しくは全部の審査が完了していない喝合は､f未審査」にチェックすること．

その他（特記事項） ．

（※2）未審査に燭合は、その理由を妃戦すること。
（※3）廃止前の｢疫学研究に関する倫理措針｣、 「臨床研究に関する倫理指針』、 「ヒトゲノム・遺伝子解祈研究に関する倫理指針』、 「人を対
象とする医学系研究に関する億理指針」に準拠する壇合は、当咳項目に肥入すること．

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

*7／

餓当性の有無

有 無 ．

左妃で餓当がある場合のみ記入(獺1）

審査済み 審査した機関 未審査(蕊2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針(蕊3）
ロ ■ □ ロ

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ ．： □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

● ｡ □ ■ ロ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■． ロ □

研究倫理教育の受鱒状況 受鱗■ 未受鱒□ ．

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■無 ロ(無の羽合はその理由：
●

）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■無口(無の場合は委能先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有･■無

●

□(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無
､ □

有ロ無■（有の場合はその内容： ‘ ）



令和4年4月1日
厚生労働大臣殿

〃

国立感染症研究所

所長

脇田隆字

機関名

所属研究機関長職名

氏名

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
■

ては以下のとおりです。

策研究事ヨ･医療機器等レギュラトリ三サイエンュ1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

ワクチン等の品質確保を目的とした国家検定の最適化や国際整合化を目指すための研究

研究センター・センター長属部署職名） 台侭、 ワクチン開発●

高柵 、 タカハシ シマ(氏名

ｰ

4．倫理審査の状況

県守すべき倫珪厩恂

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 『未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を配戦すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、 「臨床研究に関する倫理指針｣、 「ヒトゲノム・遮伝子解析研究に関する倫理指針｣、 「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に池拠する場合は、当咳項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・咳当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

、 仏ﾀユ

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(※1）

審査済み 審査した機関 未審査(※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針(※3）
□ ■ □

４Ｌ１

□

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 ． □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、咳当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
由

□ ■ □ □

研究倫理教育の受識状況 受講■ 未受識□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■無□(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設腫の有無

‐

有■ 無 □(無の場合は委舵先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■無口(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無
ツ

有口無■（有の場合はその内容： ）



令和4年4月1日

厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

国立感染症研究所

所長

協田隆字

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

レギュラトリーサイエンス政策研究事1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名 （所属部署・職名） 安全実験管理部・部長

（氏名タフリガナ） 花木賢一・ハナキケンイチ

ｰ

4．倫理審査の状況

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は､その理由を配載すること。

（※3）廃止前の『疫学研究に関する倫理指針｣、 「臨床研究に関する倫理指針｣、 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、 「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当咳項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・咳当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

李沿

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査(※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針(※3）
□ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ ロ □

研究倫理教育の受講状況 受譜■ 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■無口(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設睡の有無 有■無□(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■無□(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無？ 有口無■（有の場合はその内容： ）



令和4年4月1日厚生労働大臣殿

機関名国立感染症研究所

所属研究機関長職名所長

氏名脇田隆字

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

薬品 2医療機器等レギュラトリ 策研究事業－サイエンス

ワクチン 吊質 確保を目的とした国家検定の最適化や国際整合化を目指すための研究

3．研究者名 （所属部・職名）感染症疫学センター・予I 凄種総括研究官

（

4．倫理審査の状況

（※1）当咳研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、 「臨床研究に関する倫理指針｣、 『ヒトゲノム・過伝子解析研究に関する倫理指針｣、 「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

と"

該当性の有無

有無

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査(※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
□ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるCCIの管理に関する規定の策定
●

有■無□(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCCI委員会設置の有無 有■ 無口(無の場合は委能先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■無□(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 ？ 有口無■（有の場合はその内容： ）



令和4年4月1日

厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

国立感染症研究所

所長
、

．否 ■■
■■

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

療機器等レギュラトリ t策研究事1．研究事業名

2．研究課題名

品。 －サイエンス

ワクチン等の品賢 確保を目的とした匡 家検定 適化 国際整合化を目指すための研究

所属部 血液安全性研究部3．研究者名 （
一

一一

･フリガナ） 水上拓郎（ミズカミ タクオ）
ｰ

(氏名

4．倫理審査の状況

(Xl)当該研究者が当咳研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、 『臨床研究に関する倫理指針｣、 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、 「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当咳項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為望、の対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

”ざ

該当性の有無

有 毎
J0，、

左記で該当がある場合のみ記入(※'）

審査済み 審査した機関 未審査(※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針(※3）
□ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 無
J，、、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有■無口(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有.■ 毎
JU，、 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るColについての指導・管理の有無

q
《

有□ 毎
J0、、 ■（有の場合はその内容： ）



令和4年4月1日

厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

国立感染症研究所

所長

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1．研究事業名一医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業

2.研究課題名 ワクチン等の品 質確保を目的とした国家検定の最適化や国際整合化を目指すための研究

3．研究者名 （駈属部署・職名） ウイルス第一部第三室長

（

4．倫理審査の状況

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、 「臨床研究に関する倫理指針｣、 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、 「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

α妬

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(Xl)

審査済み 審査した機関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針(※3）
□ ■ □ □

泄伝子治疲等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 毎
グ0、、 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設睡の有無 有■無□(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有■無口(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無
？ 有■無口(有の場合はその内容:共同研究契約について分担研究者と共有

するべきとの指摘を受け、令和3年10月18日に文啓にて情報共有を行っ
た。 ） 。



令和4年4月1日

厚生労働大臣殿

国立感染症研究所

所長

機関名

所属研究機関長職名

氏名 脇田隆字

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

〔策研 劃フ･医療機器等レギュラトリ－サイエンス1．研究事業名

2．研究課題名． 憎保を目的としたE貝家検定の最適化や国略合化を目指すこめの研究ワクチン等の品贋

細菌第二部室長3.研究者名 (E 関部

･フリガナ） 妹尾充敏・セノオミツトシ(氏宅
警

4．倫理審査の状況

騨守-ｵｰべ差倫理指針に関する倫理零国会の霧菟

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。

（※3）廃止前の『疫学研究に関する倫理指針｣、 「臨床研究に関する倫理指針｣、 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、 「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に弛拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・咳当するロにチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

とｸク

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(※'）

審査済み 審査した機関 未審査(※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針(※3）
口 国 □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 国 □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
口 図 □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
口 国 □ □

研究倫理教育の受講状況 受講国 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有田 無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有国 毎
夕U，、 □(無の場合は委能先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有図 癖
J1、、 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

､．
I

有□ 鞘F
夕も､、 回（有の場合はその内容： ）



令和4年4月1日

厚生労働大臣殿

機関名

所属研究機関長職名

氏名

国立感染症研究所

所長

協田隆字

次の職員の令和3年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事1．研究事業名

2．研究課題名 家検定の最適化や国際整合化を目指すための研究ワクチン等の品質確保を目的とした匡

3．研究者名 （ 属部署・職名）品質保証・管理部室長

追〆

(氏名2フリガナ）灘合雅樹オチアイマサキ

4．倫理審査の状況

（※1）当咳研究者が当咳研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審壷が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載する,こと。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、 「臨床研究に関する倫理指針｣、 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、 「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に肥入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

〉

(留意事項） ・咳当するロにチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

“8

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入(※1）

審査済み 審査した機関 未審査(※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針(※3）
□ ■ □ □

過伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講■ 未受講□

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有■ 無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設慨の有無 有■ 無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無
~

有■ 無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無

丁

有口無■（有の場合はその内容： ）


